




１　特別徴収事務の年間スケジュール
Ⅰ　１月 31 日までに前年中の給与所得に係る「給与支払報告書」を提出してください。

　　※１月 31 日が休日等の場合は翌月曜日

Ⅱ　２月～４月は、提出いただいた「給与支払報告書」や確定申告書等をもとに、市区町村が市民税・県民税・森林環境税を計算いたします。

Ⅲ　５月中旬に「市民税・県民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用・納税義務者用）」、納入書等を事業所へ発送いたします。

　　※ eLTAX で給与支払報告書を提出していただいた事業所の個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額通知（特別徴収義務者用・納税義務者用）

は、給与支払報告書の提出時に選択された受取方法で通知いたします。

　　

Ⅳ　６月支給の給与から特別徴収を開始してください。なお、特別徴収対象者である従業員が退職等の事由により、年度の途中で特別徴収できなくなった

場合は、「市民税・県民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」を確認しながら「給与支払報告・特別徴収に係る給

与所得者異動届出書」を作成し、速やかに提出してください。
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２　市民税・県民税・森林環境税の特別徴収と事務取扱いについて
　　市民税・県民税・森林環境税の特別徴収については、次の要領により取扱ってください。

1	 特別徴収と特別徴収義務者について（地方税法第 321 条の 3、321 条の 4）
　特別徴収とは、給与支払者（事業主）が納税義務者（従業員等の個人）に代わり、毎月給与から市民税・県民税・森林環境税を天引きし、市町村へ納
入いただく制度です。この義務を負う者（給与支払者）を特別徴収義務者といいます。

2	 特別徴収義務者の指定
　地方税法第 41 条、第 321 条の 4 及び第 328 条の 5 第 1 項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主を特別徴収義務者に指定します。なお、
任意に指定取消の申出や、指定拒否はできません。

３	 税額通知書の取扱いについて（地方税法第 321 条の 4第 2項）
　　⑴　当初税額決定通知書について
　　◦特別徴収義務者への通知…… 「市民税・県民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」

〈1 通 6 名連記〉事務担当者が保管してください。
　　◦納 税 義 務 者 へ の 通 知…… 「市民税・県民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）」

〈1 通 3 名連記〉個人別にミシン線に沿って切り離し、開封せず 5 月 31 日までに納税義務者本人に渡してください。
※退職等のため、本人に渡せない場合は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に添えて
　返送してください。

　　⑵　税額通知の電子化について
　　　eLTAX で給与支払報告書を提出いただき、特別徴収税額通知（特別徴収義務者用・納税義務者用）の受取方法を「電子データ」と選択された場合は、

eLTAX にて送付します。 

４	 特別徴収の方法と納期限（地方税法第 321 条の 5）
　「市民税・県民税・森林環境税　特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」により、納税義務者の月割額を 6 月中に支給する給与から翌年
5 月中に支給する給与まで毎月（計 12 回）徴収し、翌月の 10 日（休日等の場合は翌営業日）までに納入してください。
　なお、6 月分と 7月分以降の月割額が異なる場合がありますので、徴収金額にご注意ください。
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５	 納期限後の納入

　（1）納期限までに納入がない場合、督促状が発送されます（地方税法第 329 条）。

　（2）納期限を過ぎると、本来の税額とは別に延滞金が加算されます。延滞金の額は、納期限の翌日から納入日までの日数に応じて、法律で定められた割

合で計算します。

　　　・延滞金の計算は期別ごとに行います。

　　　・本税額が 2,000 円以上のものに対し延滞金がかかります。

　　　・本税額の 1,000 円未満の端数は切捨て、1,000 円単位で延滞金の計算を行います。

　　　・納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間（①）と、納期限後1か月を経過した日から納入日までの期間（②）とで、延滞金の利率が異なります。

　　　　①納期限の翌日から 1 か月を経過するまでに納入された場合

　　　　　延滞金額 ＝ 滞納本税額 × 延滞金の割合 × 日数 ÷ 365

　　　　②納期限の翌日から 1 か月を経過した日以降に納入された場合

　　　　　延滞金額 ＝ ［上記①の金額］＋（滞納本税額 × 延滞金の割合 × １か月経過後の日数 ÷ 365）

　　　・以上の計算により発生した延滞金は、1,000 円以上、100 円単位（端数切捨て）で徴収されます。

　　　　　　　延滞金の割合
期　間 納期限の翌日から１か月（年率） １か月を経過した日以降（年率）

～平成 11 年 12 月 31 日 7.3％ 14.6％
平成 12 年１月１日～平成 13 年 12 月 31 日 4.5％ 14.6％
平成 14 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日 4.1％ 14.6％
平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日 4.4％ 14.6％
平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日 4.7％ 14.6％
平成 21 年１月１日～平成 21 年 12 月 31 日 4.5％ 14.6％
平成 22 年１月１日～平成 25 年 12 月 31 日 4.3％ 14.6％
平成 26 年１月１日～平成 26 年 12 月 31 日 2.9％  9.2％
平成 27 年１月１日～平成 28 年 12 月 31 日 2.8％  9.1％
平成 29 年１月１日～平成 29 年 12 月 31 日 2.7％  9.0％
平成 30 年１月１日～令和２年 12 月 31 日 2.6％  8.9％
令和３年１月１日～令和３年 12 月 31 日 2.5％  8.8％
令和４年１月１日～ 2.4％  8.7％

　（3）督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないときは、財産差押等の滞納処分を受けることになります（地方税法第 331 条）。

特別徴収義務者が納税者から徴収した納入金を市へ納入しなかった場合には、罰則規定があります（地方税法第 324 条第 3 項）。

─  3  ─



６	 納入場所について

　【金融機関】八十二長野銀行　　上田信用金庫　　信州うえだ農業協同組合　　三井住友銀行　　長野県信用組合　　長野県労働金庫

	 ゆうちょ銀行・郵便局（長野県・新潟県以外の場合は「７ 郵便局の指定について」をご参照ください）

　【市の窓口】上田市役所　収納管理課

	 各地域自治センター

　【納入代行サービス】納入代行サービスの提供がある金融機関にて市民税・県民税・森林環境税を納入する場合は、次のコード等をご参照ください。

なお、取扱いのある金融機関やサービスの詳細・手数料については、直接金融機関等にお問い合わせをお願いいたします。

都道府県市区町村名　　長野県上田市　　市区町村コード　202037　　加入者名　　上田市

　【ｅＬＴＡＸの地方税共通納税システム】全ての地方公共団体へ一括して電子納税ができます。

詳しくは地方税共同機構へお問い合わせください。　

ヘルプデスク　0570-081459　　受付時間　9：00 ～ 17：00（土日、祝日、年末年始を除く）

ホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp

　※コンビニエンスストアでの納入はできません。

７	 郵便局の指定について

　長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合は、上田市の市民税・県民税・森林環境税特別徴収取扱局として指定する必要がありま

す。５ページの「指定通知書」に郵便局名と日付を記入し、キリトリ線で切り離したものを最初に使用する納入書と一緒に郵便局へ提出してください

（２回目以降の提出は不要）。

　併せて、キリトリ線左側の「郵便局指定通知書の提出について」を記入し、上田市役所税務課宛にお送りください。
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４　退職者等の未徴収税額の取扱いについて（地方税法第 321 条の 5 第 2 項ただし書）
　　退職等による未徴収税額があり、①又は②に該当する場合は、一括徴収してください。
　　①　令和 8年 6月 1日から 12 月 31 日までの間に退職等の事由が発生し、本人から申し出（了解）がある場合
　　②　令和 9年 1月１日から 4月 30 日までの間に退職等の事由が発生した場合
　　※一括徴収した税額は、徴収した月の特別徴収月割額に合算し、納入してください。
　　※退職者が国外に転出する場合には、上記に関わらず一括徴収にご協力ください。

　　ただし、次の場合は除きます。
　　※転勤先（転職先）で特別徴収を継続する場合
　　※ 5 月 31 日までに支払われる給与又は退職手当等が未徴収税額より少ない場合
　　※死亡による退職の場合（未徴収税額については一括徴収にせず、普通徴収としてください）
　
５　その他
　　・異動があるときは非課税の従業員であっても必ず提出してください。
　　・届出書の用紙が足りない場合は、コピーしてお使いください（上田市ホームページからもダウンロード可能）。
　　・「異動の事由」及び「異動後の未徴収税額の徴収方法」については、必ず該当する番号を記入してください。
　　・退職等、異動のあった従業員の方には、次の事項を連絡してください。
　　　①　未徴収税額のある従業員の方は、上田市役所から別途送付される納付書により本人に直接納付していただくことになります。
　　　②　市民税・県民税・森林環境税は、前年の所得に基づいて計算されます。従って、退職等で収入がなくなった場合でも課税になることがあります。

４　特別徴収切替届出（依頼）書について
　就職等の理由により、年度の途中で普通徴収から特別徴収へ納付方法を変更する場合は、15 ページの記入例を参考に 17 ページの「特別徴収切替届出（依
頼）書」を提出してください。

５　特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書について
　特別徴収義務者に変更があった際には、速やかに 19 ページの「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

６　特別徴収税額通知受取方法変更申出書について
　特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合には、21 ページの「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。
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